
一
頁

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
）

（
免
許
申
請
書
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
様
式
の
免
許
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
添
付
（
第

２

前
項
の
様
式
の
免
許
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
添
付
（
第

二
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
提
示
）
し
な
け
れ
ば

二
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
提
示
）
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

一

運
転
免
許
（
以
下
「
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「

免
許
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る

免
許
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
同
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を

場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
同
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
五
条
第
一
号

記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
一
号
に
お
い

に
お
い
て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

免
許
申
請
者
が
特
定
失
効
者
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
も
の

２

免
許
申
請
者
が
特
定
失
効
者
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
免
許
申
請
書
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し

で
あ
る
と
き
は
、
免
許
申
請
書
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

二

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習

第
三
十
八

基
準
に
適
合
す
る
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習

第
三
十
八

条
の
二
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類

条
の
二
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類

（
免
許
の
拒
否
等
に
係
る
通
知
）

（
免
許
の
拒
否
等
に
係
る
通
知
）

第
十
八
条
の
三

公
安
委
員
会
は
、
法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

第
十
八
条
の
三

公
安
委
員
会
は
、
法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

免
許
を
拒
否
し
若
し
く
は
免
許
を
保
留
し
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許

免
許
を
拒
否
し
又
は
免
許
を
保
留
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
三
の
三
の
通
知
書

を
拒
否
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
三
の
三
の
通
知
書
に
よ
り
、
同
条
第
五
項
の

に
よ
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
し
又
は
免
許
の
効
力
を
停

規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
し
若
し
く
は
免
許
の
効
力
を
停
止
し
又
は
同
条
第
六

止
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
三
の
四
の
通
知
書
に
よ
り
当
該
処
分
を
受
け
た
者

項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
十
三
の
四
の
通
知
書

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



二
頁

に
よ
り
当
該
処
分
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
の
保
留
に
係
る
適
性
検
査
の
受
検
等
命
令
）

（
免
許
の
保
留
に
係
る
適
性
検
査
の
受
検
等
命
令
）

第
十
八
条
の
四

法
第
九
十
条
第
八
項
の
適
性
検
査
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
十
八
条
の
四

法
第
九
十
条
第
六
項
の
適
性
検
査
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
ま
で
に
規
定
す
る
免
許
の
保
留
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る

第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
の
保
留
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
と
公

と
公
安
委
員
会
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

安
委
員
会
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
九
十
条
第
八
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者

２

法
第
九
十
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者

の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て

の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て

、
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

、
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど

か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る

す
る
。

。

（
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
の
手
続
）

（
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
の
手
続
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
都
道
府

県
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

免
許
用

写
真

二

本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
（
前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
住

民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

住
民
票
の

写
し

２

前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

３

第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
示
（
第
二
号
に
該
当
す

で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
同
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
）
し
な
け

な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

住
所
を
変
更
し
た
者

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
を
確
か
め
る
に
足
り

一

住
所
を
変
更
し
た
者

住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
を
確
か
め
る
に
足
り

る
書
類

る
書
類

二

本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
者
（
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
る
者
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
）

住
民
票
の
写
し

三

国
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
者
（
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
な
い
者

二

国
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
者
（
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
な
い
者

に
限
る
。
）

登
録
証
明
書
等

に
限
る
。
）

登
録
証
明
書
等



三
頁

（
技
能
試
験
）

（
技
能
試
験
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

技
能
試
験
に
お
い
て
使
用
す
る
自
動
車
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
免
許
の

６

技
能
試
験
に
お
い
て
使
用
す
る
自
動
車
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
免
許
の

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
自
動
車
と
す
る
。
た
だ

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
自
動
車
と
す
る
。
た
だ

し
、
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
認
知
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力

し
、
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
認
知
又
は
操
作
の
い
ず
れ
か
に
係
る
能
力

を
欠
く
こ
と
と
な
る
四
肢
又
は
体
幹
の
障
害
（
令
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
第
一

を
欠
く
こ
と
と
な
る
四
肢
又
は
体
幹
の
障
害
（
令
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
身
体
の
障
害
を
除
く
。
）
が
あ
る
者
で
法
第
九
十
一
条

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
身
体
の
障
害
を
除
く
。
）
が
あ
る
者
で
法
第
九
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
条
件
を
付
す
こ
と
に
よ
り
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ

の
規
定
に
よ
る
条
件
を
付
す
こ
と
に
よ
り
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
技
能
試
験
を
行
う
場
合
又
は
特

す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
技
能
試
験
を
行
う
場
合
又
は
特

別
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
と
す
る
こ

別
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

免
許
の
種
類

自
動
車
の
種
類

免
許
の
種
類

自
動
車
の
種
類

（
略
）

（
略
）

普
通
二
輪
免
許

総
排
気
量
〇
・
三
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
普

普
通
二
輪
免
許

総
排
気
量
〇
・
三
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
普

通
自
動
二
輪
車
（
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許

通
自
動
二
輪
車
（
小
型
限
定
普
通
二
輪
免
許

に
あ
つ
て
は
総
排
気
量
〇
・
〇
九
〇
リ
ッ
ト

に
あ
つ
て
は
総
排
気
量
〇
・
一
〇
〇
リ
ッ
ト

ル
以
上
〇
・
一
二
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

ル
以
上
〇
・
一
二
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

）

）

（
略
）

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
特
定
失
効
者
に
係
る
講
習
の
受
講
期
間
等
）

（
特
定
失
効
者
に
係
る
講
習
の
受
講
期
間
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
検
査
（
以
下

第
二
十
六
条
の
二

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
講
習

「
認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
講
習
は
、

は
、
特
定
失
効
者
が
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出

特
定
失
効
者
が
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た

し
た
日
前
一
年
以
内
に
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
前
一
年
以
内
に
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
知
機
能
検
査
）

第
二
十
六
条
の
三

認
知
機
能
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一

認
知
機
能
検
査
を
行
つ
て
い
る
時
の
年
月
日
、
曜
日
及
び
時
刻
を
記
述
さ
せ

る
こ
と
。



四
頁

二

十
六
の
物
の
図
画
を
当
該
物
の
名
称
及
び
分
類
と
と
も
に
示
し
た
時
点
か
ら

一
定
の
時
間
が
経
過
し
た
後
に
当
該
物
の
名
称
を
記
述
さ
せ
る
こ
と
。

三

時
計
文
字
盤
を
描
か
せ
た
後
に
、
指
示
し
た
時
刻
を
時
針
及
び
分
針
に
よ
り

表
示
さ
せ
る
こ
と
。

（
臨
時
適
性
検
査
）

（
臨
時
適
性
検
査
）

第
二
十
九
条
の
三

法
第
百
二
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
式

に
よ
り
算
出
し
た
数
値
が
三
十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

7
.
7
31

＋
0
.
6
41

×
Ａ
－
0
.
5
23

×
Ｂ
－

0
.
3
15

×
Ｃ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

Ａ

第
二
十
六
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
述
さ
れ
た

事
項
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
の

総
和

一

記
述
さ
れ
た
年
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
年
と
の
差

に
相
当
す
る
年
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
記
述
さ
れ
た
元

号
が
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
元
号
と
異
な
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
六
十
と
す
る
。
）
（
た
だ
し
、
算
出
す
る
数
値
の
上

限
は
、
六
十
と
す
る
。
）

二

記
述
さ
れ
た
月
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
月
と
の
差

に
相
当
す
る
月
数
に
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
た
だ
し
、
算
出

す
る
数
値
の
上
限
は
、
三
十
と
す
る
。
）

三

記
述
さ
れ
た
日
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
日
と
の
差

に
相
当
す
る
日
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
た
だ
し
、
算
出

す
る
数
値
の
上
限
は
、
十
五
と
す
る
。
）

四

記
述
さ
れ
た
曜
日
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
曜
日
と

の
差
に
相
当
す
る
日
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
た
だ
し
、

算
出
す
る
数
値
の
上
限
は
、
三
と
す
る
。
）

五

記
述
さ
れ
た
時
刻
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
時
刻
と

の
差
に
相
当
す
る
分
数
を
三
十
で
除
し
て
得
た
数
値
（
一
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
（

た
だ
し
、
算
出
す
る
数
値
の
上
限
は
、
五
と
す
る
。
）

Ｂ

第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
述
さ
れ
た



五
頁

物
の
名
称
が
正
し
く
記
述
さ
れ
た
場
合
に
当
該
正
し
く
記
述
さ
れ

た
物
の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値

Ｃ

第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
描
か
れ
た
図

画
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
の
総

和一

一
か
ら
十
二
ま
で
の
数
字
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

（
一
か
ら
十
二
ま
で
の
数
字
以
外
の
数
字
が
描
か
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）

二

数
字
が
数
の
順
に
時
計
回
り
に
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

一
三

一
か
ら
十
二
ま
で
の
各
々
の
数
字
に
つ
い
て
そ
の
描
か
れ
て

い
る
位
置
が
正
し
い
場
合
に
は
、
一

四

二
の
針
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

五

指
示
さ
れ
た
時
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

六

指
示
さ
れ
た
分
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

七

指
示
さ
れ
た
時
及
び
分
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て

、
時
針
が
分
針
よ
り
も
短
く
描
か
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
一

２

免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の

第
二
十
九
条
の
三

免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
若
し

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
又
は
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第
一

く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、
又
は
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
疑
う
理

一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
疑
う

由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
適

理
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
は
、
こ

性
検
査
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
処
分
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
処
分
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
と
公
安

有
す
る
と
公
安
委
員
会
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

委
員
会
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
百
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
に
つ
い

２

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
聴
力
の
項
中
「

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
聴
力
の
項
中
「

普
通
免
許
及
び
普
通
自
動
車
仮
免
許
（
以
下
「
普
通
仮
免
許
」
と
い
う
。
）
」
と

普
通
免
許
及
び
普
通
自
動
車
仮
免
許
（
以
下
「
普
通
仮
免
許
」
と
い
う
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
普
通
自
動
車
対
応
免
許
（
法
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
普
通
自
動

あ
る
の
は
「
普
通
自
動
車
対
応
免
許
（
法
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
普
通
自
動

車
対
応
免
許
を
い
う
。
）
」
と
、
同
表
運
動
能
力
の
項
中
「
付
す
」
と
あ
る
の
は

車
対
応
免
許
を
い
う
。
）
」
と
、
同
表
運
動
能
力
の
項
中
「
付
す
」
と
あ
る
の
は

「
付
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
付
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
百
二
条
第
七
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
受
け
た
者
の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
が
作
成

し
た
診
断
書
で
あ
つ
て
、
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
な
く
、
又
は
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百



六
頁

三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

第
二
十
九
条
の
四

法
第
百
三
条
第
三
項
（
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
三
項
及
び
第

第
二
十
九
条
の
四

法
第
百
三
条
第
二
項
（
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
三
項
及
び
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
処
分
移
送
通

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
処
分
移
送
通

知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。

知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。

（
免
許
の
効
力
の
停
止
に
係
る
適
性
検
査
の
受
検
等
命
令
）

（
免
許
の
効
力
の
停
止
に
係
る
適
性
検
査
の
受
検
等
命
令
）

第
二
十
九
条
の
五

法
第
百
三
条
第
六
項
の
適
性
検
査
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か

第
二
十
九
条
の
五

法
第
百
三
条
第
五
項
の
適
性
検
査
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
免
許
の
効
力
の
停
止
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識

ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
免
許
の
効
力
の
停
止
の
要
件
に
関
し
専
門
的
な
知
識

を
有
す
る
と
公
安
委
員
会
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

を
有
す
る
と
公
安
委
員
会
が
認
め
る
医
師
の
診
断
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
三
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
免
許
の
効
力
の
停
止
を

２

法
第
百
三
条
第
五
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
免
許
の
効
力
の
停
止
を

受
け
た
者
の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書

受
け
た
者
の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書

で
あ
つ
て
、
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認

で
あ
つ
て
、
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

（
聴
聞
の
手
続
）

（
聴
聞
の
手
続
）

第
三
十
条
の
二
の
二

法
第
百
四
条
の
二
第
二
項
（
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
五
項

第
三
十
条
の
二
の
二

法
第
百
四
条
の
二
第
二
項
（
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第
五
項

及
び
法
第
百
七
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

及
び
法
第
百
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
の
公
示
は
、
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行

よ
る
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
の
公
示
は
、
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

（
免
許
の
取
消
し
等
）

（
免
許
の
取
消
し
等
）

第
三
十
条
の
四

法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
免
許

第
三
十
条
の
四

法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
免
許

の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
係
る
者
に
対
し
、
当
該
処
分
の
内
容
を
口
頭
で
告

の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
係
る
者
に
対
し
、
当
該
処
分
の
内
容
を
口
頭
で
告

知
し
た
上
、
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第

知
し
た
上
、
法
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
法
第
百
四
条
の
二
の
三
第

一
項
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に

一
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

よ
る
免
許
の
取
消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
法
第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
に

免
許
の
取
消
し
又
は
効
力
の
停
止
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
三
の
処

よ
る
免
許
の
取
消
し
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
三
の
処
分
書
を
、
法

分
書
を
、
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消

免
許
の
取
消
し
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
四
の
処
分
書
を
交
付
す
る

し
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
四
の
処
分
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



七
頁

行
う
も
の
と
す
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
三
十
一
条

法
第
百
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
自
動
車
等
の
運
転
者

第
三
十
一
条

法
第
百
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
自
動
車
等
の
運
転
者

が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
、
令
別
表
第
二
の
一
の
表
若
し
く
は
二
の
表
の
上
欄

が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
、
令
別
表
第
二
の
一
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
違
反
行

に
掲
げ
る
違
反
行
為
又
は
法
第
百
十
七
条
の
五
第
一
号
の
罪
に
当
た
る
行
為
（
第

為
又
は
法
第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
第
三
十
一
条
の

三
十
一
条
の
三
の
表
に
お
い
て
「
違
反
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合
と
す

三
の
表
に
お
い
て
「
違
反
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合
と
す
る
。

る
。

第
三
十
一
条
の
二

法
第
百
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
別
表
第
四
又

第
三
十
一
条
の
二

法
第
百
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
別
表
第
四
に

は
別
表
第
五
に
掲
げ
る
行
為
（
次
条
の
表
に
お
い
て
「
特
定
行
為
」
と
い
う
。
）

掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
三

法
第
百
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
三
十
一
条
の
三

法
第
百
六
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
と
す
る

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。

。

報
告
す
る
場
合

事

項

報
告
す
る
場
合

事

項

（
略
）

（
略
）

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ

（
略
）

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ

（
略
）

し
書
、
第
二
項
、
第
五
項

し
書
、
第
四
項
、
第
七
項

、
第
六
項
、
第
九
項
、
第

若
し
く
は
第
九
項
、
第
九

十
項
若
し
く
は
第
十
二
項

十
七
条
の
三
第
三
項
、
第

、
第
九
十
七
条
の
三
第
三

百
三
条
第
一
項
、
第
三
項

項
、
第
百
三
条
第
一
項
、

、
第
六
項
若
し
く
は
第
八

第
二
項
、
第
四
項
、
第
七

項
、
第
百
三
条
の
二
第
一

項
、
第
八
項
若
し
く
は
第

項
、
第
百
四
条
の
二
の
二

十
項
、
第
百
三
条
の
二
第

第
一
項
、
第
二
項
若
し
く

一
項
、
第
百
四
条
の
二
の

は
第
四
項
、
第
百
四
条
の

二
第
一
項
、
第
二
項
若
し

二
の
三
第
一
項
又
は
同
条

く
は
第
四
項
、
第
百
四
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

の
二
の
三
第
一
項
又
は
同

る
第
百
三
条
第
三
項
の
規

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と

す
る
第
百
三
条
第
四
項
の

き
。



八
頁

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

と
き
。

（
略
）

（
略
）

法
第
九
十
条
第
八
項
又
は

一

命
令
を
受
け
た
者
の
生
年
月
日
及
び
性
別

法
第
九
十
条
第
六
項
又
は

一

命
令
を
受
け
た
者
の
生
年
月
日
及
び
性
別

第
百
三
条
第
六
項
の
規
定

二

命
令
に
係
る
免
許
の
種
類
及
び
免
許
を
現
に
受

第
百
三
条
第
五
項
の
規
定

二

命
令
に
係
る
免
許
の
種
類
及
び
免
許
を
現
に
受

に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き

け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
免
許
証
番
号

に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き

け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
免
許
証
番
号

。

三

命
令
の
内
容

。

三

命
令
の
内
容

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た

一

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
の
生
年
月
日
及
び

と
き
。

性
別

二

免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
免

許
証
番
号

三

免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
者
が
当
該
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
日

前
の
直
近
に
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
免
許
証
番

号
四

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
年
月
日

五

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
の
数
値

（
略
）

（
略
）

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項

一

（
略
）

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項

一

（
略
）

第
二
号
に
掲
げ
る
講
習
（

二

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
の

第
二
号
に
掲
げ
る
講
習
（

二

法
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

以
下
「
取
消
処
分
者
講
習

規
定
に
よ
る
免
許
の
拒
否
を
受
け
た
者
（
免
許
を

以
下
「
取
消
処
分
者
講
習

免
許
の
拒
否
を
受
け
た
者
（
免
許
を
受
け
て
い
た

」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
つ

」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

と
き
。

て
は
、
そ
の
者
が
当
該
処
分
を
受
け
た
日
前
の
直

と
き
。

者
が
当
該
処
分
を
受
け
た
日
前
の
直
近
に
受
け
て

近
に
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
免
許
証
番
号

い
た
免
許
に
係
る
免
許
証
番
号

三

法
第
九
十
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
法

三

法
第
九
十
条
第
四
項
又
は
法
第
百
三
条
第
一
項

第
百
三
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し

規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
者
に
あ
つ

を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
免
許
に
係
る
免

て
は
、
当
該
免
許
に
係
る
免
許
証
番
号

許
証
番
号

四

取
消
処
分
者
講
習
を
受
け
た
年
月
日

四

取
消
処
分
者
講
習
を
受
け
た
年
月
日

（
略
）

（
略
）

第
三
十
一
条
の
二
に
規
定

一

特
定
行
為
を
し
た
者
の
本
籍
又
は
国
籍
、
住
所

第
三
十
一
条
の
二
に
規
定

一

令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
の
本
籍

す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別

す
る
行
為
を
し
た
と
き
。

又
は
国
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別



九
頁

二

（
略
）

二

（
略
）

三

免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て

三

免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
者
が
当
該
特
定
行
為
を
し
た
日
前
の
直

は
、
そ
の
者
が
当
該
令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為

近
に
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
免
許
証
番
号

を
し
た
日
前
の
直
近
に
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る

免
許
証
番
号

四

特
定
行
為
の
種
別

四

令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
の
種
別

五

特
定
行
為
を
し
た
地
の
都
道
府
県
名
及
び
特
定

五

令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
地
の
都
道

行
為
を
し
た
年
月
日

府
県
名
及
び
令
別
表
第
四
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た

年
月
日

（
略
）

（
略
）

（
免
許
関
係
事
務
の
委
託
）

（
免
許
関
係
事
務
の
委
託
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二

法
第
百
八
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
法
人
は
、
免

第
三
十
一
条
の
四
の
二

法
第
百
八
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
法
人
は
、
免

許
関
係
事
務
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
公
安
委

許
関
係
事
務
を
行
う
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
公
安
委

員
会
が
認
め
る
法
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
免
許

員
会
が
認
め
る
法
人
と
す
る
。

関
係
事
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
許
関
係
事
務
の
実
施
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る

者
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
が
当
該
免
許
関
係
事
務
の
業
務

を
行
う
た
め
に
必
要
な
数
以
上
置
か
れ
て
い
る
法
人
に
限
る
も
の
と
す
る
。

（
臨
時
適
性
検
査
）

（
臨
時
適
性
検
査
）

第
三
十
七
条
の
二

第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
七
条
の
四
第
一

第
三
十
七
条
の
二

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
百
七
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

項
に
規
定
す
る
適
性
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
）

第
三
十
七
条
の
三

法
第
百
七
条
の
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第

第
三
十
七
条
の
三

法
第
百
七
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
第

三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二

二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
処
分
移
送
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二

の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

の
四
の
と
お
り
と
す
る
。

（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
処
分
に
係
る
事
項
等
の
記
載
方
法
）

（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
処
分
に
係
る
事
項
等
の
記
載
方
法
）

第
三
十
七
条
の
四

法
第
百
七
条
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
禁

第
三
十
七
条
の
四

法
第
百
七
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
禁

止
処
分
に
係
る
事
項
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

止
処
分
に
係
る
事
項
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
〇
頁

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

法
第
百
七
条
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
の
期
間
を
短

２

法
第
百
七
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
の
期
間
を
短

縮
し
た
と
き
の
当
該
処
分
に
係
る
事
項
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

縮
し
た
と
き
の
当
該
処
分
に
係
る
事
項
の
記
載
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
自
動
車
等
の
運
転
の
仮
禁
止
の
通
知
等
）

（
自
動
車
等
の
運
転
の
仮
禁
止
の
通
知
等
）

第
三
十
七
条
の
五

警
察
署
長
は
、
法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
十
七
条
の
五

警
察
署
長
は
、
法
第
百
七
条
の
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
を
し
た
と
き

法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
を
し
た
と
き

は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
者
に
別
記
様
式
第
十
九
の
二
の
通
知
書
に
よ
り
通
知
す

は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
者
に
別
記
様
式
第
十
九
の
二
の
通
知
書
に
よ
り
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
の
二
第
四
項
の
内

２

法
第
百
七
条
の
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
条
の
二
第
四
項
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
仮
禁
止
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
と
お
り

閣
府
令
で
定
め
る
仮
禁
止
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
九
の
三
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

（
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
等
）

（
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
等
）

第
三
十
七
条
の
五
の
二

法
第
百
七
条
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百

第
三
十
七
条
の
五
の
二

法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四

四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
に

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
に
係

係
る
者
に
対
し
、
当
該
処
分
の
内
容
を
口
頭
で
告
知
し
た
上
、
別
記
様
式
第
二
十

る
者
に
対
し
、
当
該
処
分
の
内
容
を
口
頭
で
告
知
し
た
上
、
別
記
様
式
第
二
十
二

二
の
六
の
処
分
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
六
の
処
分
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
百
七
条
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
の
三
第
二
項
の

２

法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
の
三
第
二
項
の
規

規
定
に
よ
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
二
の
出
頭
命
令
書
を
交
付
し

定
に
よ
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
二
の
出
頭
命
令
書
を
交
付
し
て

て
行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
三
十
条
の
六
の
規
定
は
、
法
第
百
七
条
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

３

第
三
十
条
の
六
の
規
定
は
、
法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

法
第
百
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
運
転
免
許
証
等
の
提
出
及
び
保
管

第
百
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
運
転
免
許
証
等
の
提
出
及
び
保
管
に

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
項

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
項
」

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
百
七
条
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
の
三
第
三
項
の

４

法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
の
三
第
三
項
の
保

保
管
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
管
証
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る

管
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
管
証
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

６

法
第
百
七
条
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
の
三
第
四
項
の

６

法
第
百
七
条
の
五
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
の
三
第
四
項
の
規



一
一
頁

規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
五
の
通
知
書
を
送
付
し
て
行

定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
五
の
通
知
書
を
送
付
し
て
行
う

う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
講
習
）

（
講
習
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

高
齢
者
講
習
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

高
齢
者
講
習
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

12

12

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲

二

あ
ら
か
じ
め
講
習
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
い
、
か
つ
、
そ
の

げ
る
講
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
講
習
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い

方
法
は
、
教
本
、
自
動
車
等
、
運
転
適
性
検
査
器
材
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な

て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
時
間
行
う
こ
と
。

教
材
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

（
区
分
）

（
講
習
方
法
）

（
時
間
）

一

高
齢
者
講
習
（

一

教
本
、
自
動
車
等
、
運
転
適

三
時
間
（
小
型
特
殊

法
第
九
十
七
条
の

性
検
査
器
材
、
視
聴
覚
教
材
等

免
許
の
み
を
受
け
て

二
第
一
項
第
三
号

必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
こ

い
る
者
に
対
す
る
講

イ
又
は
第
百
一
条

と
。

習
に
あ
つ
て
は
、
一

の
四
第
二
項
の
規

二

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て

時
間
三
十
分
）

定
に
よ
り
認
知
機

必
要
な
適
性
に
関
す
る
調
査
で

能
検
査
の
結
果
に

コ
ー
ス
若
し
く
は
道
路
に
お
け

基
づ
い
て
行
う
も

る
自
動
車
等
の
運
転
を
さ
せ
る

の
を
除
く
。
）

こ
と
に
よ
り
行
う
検
査
又
は
運

転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検

査
に
よ
る
も
の
に
基
づ
く
指
導

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

小
型
特
殊
免
許
以
外
の
第
一

種
免
許
又
は
第
二
種
免
許
を
受

け
て
い
る
者
に
対
す
る
講
習
に

あ
つ
て
は
、
自
動
車
等
の
運
転

に
つ
い
て
必
要
な
知
識
に
関
す

る
討
議
及
び
指
導
を
含
む
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
九
十
七
条

一

教
本
、
自
動
車
等
、
運
転
適

二
時
間
三
十
分
（
小



一
二
頁

の
二
第
一
項
第
三

性
検
査
器
材
、
視
聴
覚
教
材
等

型
特
殊
免
許
の
み
を

号
イ
又
は
第
百
一

必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
こ

受
け
て
い
る
者
に
対

条
の
四
第
二
項
の

と
。

す
る
講
習
に
あ
つ
て

規
定
に
よ
り
認
知

二

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て

は
、
一
時
間
三
十
分

機
能
検
査
の
結
果

必
要
な
適
性
に
関
す
る
調
査
で

）

に
基
づ
い
て
行
う

コ
ー
ス
若
し
く
は
道
路
に
お
け

高
齢
者
講
習

る
自
動
車
等
の
運
転
を
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
行
う
検
査
又
は
運

転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検

査
に
よ
る
も
の
に
基
づ
く
指
導

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基

づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
に
関
す
る
調
査
で
コ
ー
ス
若
し
く

は
道
路
に
お
け
る
自
動
車
等
の
運
転
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
検
査
又
は
運

転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検
査
に
よ
る
も
の
に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四

講
習
時
間
は
、
三
時
間
（
小
型
特
殊
免
許
の
み
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る

講
習
に
あ
つ
て
は
、
二
時
間
）
と
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

13

15

13

15

第
三
十
八
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
、
令

第
三
十
八
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
、
令

第
三
十
七
条
の
六
第
二
号
又
は
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
一
号
の
国
家
公
安
委

第
三
十
七
条
の
六
第
二
号
又
は
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
第
一
号
の
国
家
公
安
委

員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
法
第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

講
習
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
講
習
を
終
了
し
た
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
当
該

講
習
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
講
習
を
終
了
し
た
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
当
該

講
習
を
終
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規

講
習
を
終
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
書
類
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

則
で
定
め
る
書
類
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。



一
三
頁

別記様式第十九（第二十九条の四関係）

処 分 移 送 通 知 書

年 月 日

公安委員会 殿

公 安 委 員 会 印

道路交通法第103条第２項
道路交通法第104条の２の３第３項において準用する第103条第２項
道路交通法第104条の２の３第６項において準用する第103条第２項

の規定により、下記の者について処分移送通知書を送付する。

住 所

氏 名

免許証の番号 第 号 年 月 日 公安委員会交付

免 許 の 種 類

理 由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番又は縦25センチメート

ル、横12センチメートルとする。

別記様式第十九（第二十九条の四関係）

処 分 移 送 通 知 書

年 月 日

公安委員会 殿

公 安 委 員 会 印

道路交通法第103条第３項
道路交通法第104条の２の３第３項において準用する第103条第３項
道路交通法第104条の２の３第６項において準用する第103条第３項

の規定により、下記の者について処分移送通知書を送付する。

住 所

氏 名

免許証の番号 第 号 年 月 日 公安委員会交付

免 許 の 種 類

理 由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番又は縦25センチメート

ル、横12センチメートルとする。



一
四
頁

別記様式第十九の三（第三十条の二、第三十七条の五関係）

仮 通 知 書
停 止
禁 止

年 月 日
公安委員会殿

警 察 署 長 印

第103条の２第４項
第107条の５第９項において準用する第103条の２

道路交通法

停止
の規定により、下記の者について仮 通知書を送付す

第４項 禁止

る。

住 所
本邦における住所

氏 名

免許証 公安委員会交付
国際運転免許証等

の番号 第 号 年 月 日

免許
の種類

運 転 す る こ と が

で き る 自 動 車 等

仮 の 理 由
停 止
禁 止

備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番又は縦25センチ

メートル、横12センチメートルとする。

別記様式第十九の三（第三十条の二、第三十七条の五関係）

仮 通 知 書停 止
禁 止

年 月 日
公安委員会殿

警 察 署 長 印

第103条の２第４項
第107条の５第10項において準用する第103条の２

道路交通法

停止
の規定により、下記の者について仮 通知書を送付す

第４項 禁止

る。

住 所
本邦における住所

氏 名

免許証 公安委員会交付
国際運転免許証等

の番号 第 号 年 月 日

免許
の種類

運 転 す る こ と が
で き る 自 動 車 等

仮 の 理 由停 止
禁 止

備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番又は縦25センチ

メートル、横12センチメートルとする。



一
五
頁

別記様式第二十二の四（第三十七条の三関係）

処 分 移 送 通 知 書
年 月 日

公安委員会殿
公 安 委 員 会 印

道路交通法第107条の５第８項において準用する第103条第

２項の規定により、下記の者について処分移送通知書を送付す

る。

本 邦 に お け る 住 所

氏 名

第 号 年 月 日国 際 運 転 免 許 証 等
の番号
運転することができ
る自動車等の種類

理 由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番又は縦25センチ

メートル、横12センチメートルとする。

別記様式第二十二の四（第三十七条の三関係）

処 分 移 送 通 知 書
年 月 日

公安委員会殿
公 安 委 員 会 印

道路交通法第107条の５第９項において準用する第103条第

３項の規定により、下記の者について処分移送通知書を送付す

る。

本 邦 に お け る 住 所

氏 名

第 号 年 月 日
国 際 運 転 免 許 証 等
の番号
運転することができ
る自動車等の種類

理 由

備 考

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番又は縦25センチ

メートル、横12センチメートルとする。



一
六
頁

別記様式第二十二の六の二（第三十七条の五の二関係）

出 頭 命 令 書

ＳＵＭＭＯＮＳ

年 月 日
year month day

住 所
Address in Japan

氏 名
(Surname) (First name) (Middle name)

印交付者の所属・階級及び氏名 ○
This summons is Issued by

In accordance with the provision of paragraph 2, Article

104-3 and paragraph 10, Article 107-5 of the Road Traffic Law,

出 頭 場 所
you shall appear at

出 頭 日 時 年 月 日 時
on month day hours.year

備考 用紙の大きさは、縦25センチメートル、横12センチメートルとす

る。

別記様式第二十二の六の二（第三十七条の五の二関係）

出 頭 命 令 書

ＳＵＭＭＯＮＳ

年 月 日
year month day

住 所
Address in Japan

氏 名
(Surname) (First name) (Middle name)

印交付者の所属・階級及び氏名 ○
This summons is Issued by

In accordance with the provision of paragraph 2, Article

104-3 and paragraph 11, Article 107-5 of the Road Traffic Law,

出 頭 場 所
you shall appear at

出 頭 日 時 年 月 日 時
on month day hours.year

備考 用紙の大きさは、縦25センチメートル、横12センチメートルとす

る。



一
七
頁

別記様式第二十二の六の五（第三十七条の五の二関係）

出 頭 命 令 通 知 書

年 月 日

公安委員会 殿

所 属

印階 級 氏 名 ○

道路交通法第107条の５第10項において準用する同法第104条

の３第４項の規定により、下記のとおり通知します。

住 所

氏 名

国際運転免許証等
第 号 年 月 日

の番号

前
出 頭 日 時 年 月 日 午 時 分

後

出 頭 場 所

免許証保管の有無 有 無

備考 用紙の大きさは、縦25センチメートル、横12センチメートルと

する。

別記様式第二十二の六の五（第三十七条の五の二関係）

出 頭 命 令 通 知 書

年 月 日

公安委員会 殿

所 属

印階 級 氏 名 ○

道路交通法第107条の５第11項において準用する同法第104条

の３第４項の規定により、下記のとおり通知します。

住 所

氏 名

国際運転免許証等
第 号 年 月 日

の番号

前
出 頭 日 時 年 月 日 午 時 分

後

出 頭 場 所

免許証保管の有無 有 無

備考 用紙の大きさは、縦25センチメートル、横12センチメートルと

する。



一
八
頁

別記様式第二十二の十の七（第三十八条関係）

第 号

高齢者講習終了証明書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、 年 月 日道路交通法第108条の２第

１項第12号に掲げる講習を終了した者であることを証明する。

年 月 日

公安委員会 印

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

別記様式第二十二の十の七（第三十八条関係）

第 号

高齢者講習終了証明書

住 所

氏 名

年 月 日生

上記の者は、 年 月 日道路交通法第108条の２第

（認知機能検査の結果に基づいて行う講
１項第12号に掲げる講習

（認知機能検査の結果に基づいて行う講

を終了した者であることを証明する。
習以外の講習）
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